東神楽町オンデマンド交通　愛称募集　応募用紙

1.愛称（原則５文字以内※４文字程度推奨）
東神楽町オンデマンド交通愛称募集 実施要領（案）
１ 趣旨
東神楽町では、道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送事業（公共ライドシェア）として、町内全域を対象としたオンデマンド交通の実証運行を実施しています。
本事業が町民にとって親しみやすく、将来的な本格導入も見据えた持続可能な地域交通となるよう、広く町民から愛称を募集します。
２ 募集内容
　東神楽町オンデマンド交通の愛称
　※原則５文字以内（４文字程度を推奨） ※漢字・ひらがな・カタカナの使用は問いません。 ※記号・絵文字等の使用は不可とします。
３ 選定基準
次の観点を総合的に審査します。
① 覚えやすく、呼びやすく、親しみやすいものであること。
② 愛称の説明（愛称の意味や理由等）。
③ 他の著作権・商標権等を侵害するおそれがないこと。
４ 応募資格
次のいずれかに該当する方
① 東神楽町内に住所を有する方
② 東神楽町内に通勤している方
※年齢は問いません。
５ 応募方法
（１）応募フォーム
町公式ホームページに掲載する応募フォームから必要事項を入力し応募してください。
（２）応募用紙
所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、FAXまたは電子メールにより提出してください。
※応募用紙は町公式ホームページからダウンロードできるほか、まちづくり推進課でも配布します。
６ 募集期間
令和８年３月１９日（木）から令和８年４月２４日（金）まで
※郵送の場合は当日消印有効とします。
７ 選定方法
（１）審査 提出された応募作品について、町において審査を行い、最優秀作品１点を決定します。
（２）結果発表
採用作品は、町公式ホームページ等で公表するとともに、採用者本人に通知します。
８ 表彰等
表彰等は行いません。
９ 注意事項
① 応募は一人１点とします。
② 応募作品は未発表の自作に限ります。
③ 第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害することが判明した場合は、採用決定後であっても採用を取り消します。
④ 応募作品に関する一切の権限は、本町に帰属するものとします。
⑤ 採用作品は、必要に応じて補正・修正を行う場合があります。
⑥ 応募に伴う費用は、応募者の負担とします。
⑦ 応募に際して取得した個人情報は、本募集に関する業務にのみ使用します。ただし、採用者の氏名・居住地区・年齢等については、公表する場合があります。
⑧ 審査経過および選定理由に関する問い合わせには応じません。
⑨ 不採用の場合、通知は行いません。
10 問合せ先
東神楽町まちづくり推進課（担当：地域政策係）
〒071-1592　上川郡東神楽町南１条西１丁目３番２号
 電話：0166-83-2113
 メール：kikaku@town.higashikagura.lg.jp
東神楽町オンデマンド交通愛称募集 実施要領（案）
１ 趣旨
東神楽町では、道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送事業（公共ライドシェア）として、町内全域を対象としたオンデマンド交通の実証運行を実施しています。
本事業が町民にとって親しみやすく、将来的な本格導入も見据えた持続可能な地域交通となるよう、広く町民から愛称を募集します。
２ 募集内容
　東神楽町オンデマンド交通の愛称
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③ 他の著作権・商標権等を侵害するおそれがないこと。
４ 応募資格
次のいずれかに該当する方
① 東神楽町内に住所を有する方
② 東神楽町内に通勤している方
※年齢は問いません。
５ 応募方法
（１）応募フォーム
町公式ホームページに掲載する応募フォームから必要事項を入力し応募してください。
（２）応募用紙
所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、FAXまたは電子メールにより提出してください。
※応募用紙は町公式ホームページからダウンロードできるほか、まちづくり推進課でも配布します。
６ 募集期間
令和８年３月１９日（木）から令和８年４月２４日（金）まで
※郵送の場合は当日消印有効とします。
７ 選定方法
（１）審査 提出された応募作品について、町において審査を行い、最優秀作品１点を決定します。
（２）結果発表
採用作品は、町公式ホームページ等で公表するとともに、採用者本人に通知します。
８ 表彰等
表彰等は行いません。
９ 注意事項
① 応募は一人１点とします。
② 応募作品は未発表の自作に限ります。
③ 第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害することが判明した場合は、採用決定後であっても採用を取り消します。
④ 応募作品に関する一切の権限は、本町に帰属するものとします。
⑤ 採用作品は、必要に応じて補正・修正を行う場合があります。
⑥ 応募に伴う費用は、応募者の負担とします。
⑦ 応募に際して取得した個人情報は、本募集に関する業務にのみ使用します。ただし、採用者の氏名・居住地区・年齢等については、公表する場合があります。
⑧ 審査経過および選定理由に関する問い合わせには応じません。
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２.愛称の説明（相性の意味や理由など）東神楽町オンデマンド交通愛称募集 実施要領（案）
１ 趣旨




東神楽町では、道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送事業（公共ライドシェア）として、町内全域を対象としたオンデマンド交通の実証運行を実施しています。
本事業が町民にとって親しみやすく、将来的な本格導入も見据えた持続可能な地域交通となるよう、広く町民から愛称を募集します。
２ 募集内容
　東神楽町オンデマンド交通の愛称
　※原則５文字以内（４文字程度を推奨） ※漢字・ひらがな・カタカナの使用は問いません。 ※記号・絵文字等の使用は不可とします。
３ 選定基準
次の観点を総合的に審査します。
① 覚えやすく、呼びやすく、親しみやすいものであること。
② 愛称の説明（愛称の意味や理由等）。
③ 他の著作権・商標権等を侵害するおそれがないこと。
４ 応募資格
次のいずれかに該当する方
① 東神楽町内に住所を有する方
② 東神楽町内に通勤している方
※年齢は問いません。
５ 応募方法
（１）応募フォーム
町公式ホームページに掲載する応募フォームから必要事項を入力し応募してください。
（２）応募用紙
所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、FAXまたは電子メールにより提出してください。
※応募用紙は町公式ホームページからダウンロードできるほか、まちづくり推進課でも配布します。
６ 募集期間
令和８年３月１９日（木）から令和８年４月２４日（金）まで
※郵送の場合は当日消印有効とします。
７ 選定方法
（１）審査 提出された応募作品について、町において審査を行い、最優秀作品１点を決定します。
（２）結果発表
採用作品は、町公式ホームページ等で公表するとともに、採用者本人に通知します。
８ 表彰等
表彰等は行いません。
９ 注意事項
① 応募は一人１点とします。
② 応募作品は未発表の自作に限ります。
③ 第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害することが判明した場合は、採用決定後であっても採用を取り消します。
④ 応募作品に関する一切の権限は、本町に帰属するものとします。
⑤ 採用作品は、必要に応じて補正・修正を行う場合があります。
⑥ 応募に伴う費用は、応募者の負担とします。
⑦ 応募に際して取得した個人情報は、本募集に関する業務にのみ使用します。ただし、採用者の氏名・居住地区・年齢等については、公表する場合があります。
⑧ 審査経過および選定理由に関する問い合わせには応じません。
⑨ 不採用の場合、通知は行いません。
10 問合せ先
東神楽町まちづくり推進課（担当：地域政策係）
〒071-1592　上川郡東神楽町南１条西１丁目３番２号
 電話：0166-83-2113
 メール：kikaku@town.higashikagura.lg.jp
東神楽町オンデマンド交通愛称募集 実施要領（案）
１ 趣旨
東神楽町では、道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送事業（公共ライドシェア）として、町内全域を対象としたオンデマンド交通の実証運行を実施しています。
本事業が町民にとって親しみやすく、将来的な本格導入も見据えた持続可能な地域交通となるよう、広く町民から愛称を募集します。
２ 募集内容
　東神楽町オンデマンド交通の愛称
　※原則５文字以内（４文字程度を推奨） ※漢字・ひらがな・カタカナの使用は問いません。 ※記号・絵文字等の使用は不可とします。
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③ 他の著作権・商標権等を侵害するおそれがないこと。
４ 応募資格
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① 東神楽町内に住所を有する方
② 東神楽町内に通勤している方
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５ 応募方法
（１）応募フォーム
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